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協議項目 行政区の取扱い 関係項目  

調整方針（案） 

自治会の名称と区域は、現行のとおりとする。 
自治会への未加入世帯への対応及び会計年度については、新市にお

いて検討する。 
行政事務連絡員等を通じての文書配布は、原則として月１回とする。 
行政事務連絡員等のあり方及び委託料・報酬等については、新市発

足時までに統一する。 

協議結果 方針案のとおり 

関係資料  
 
 ○別添のとおり。 

 


